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Ⅳ章 景観形成基準を活用した景観誘導 
１．基本的な考え方 
（１）考え方 

良好な景観をつくるには、区民、事業者、設計者が、建築物等の形態意匠等について、地域

の歴史文化等を踏まえて計画設計するとともに、周辺との調和を意識することが必要です。 
目黒区は、成熟した既成市街地の中に、起伏に富んだ地形や河川、古い歴史を持つ寺社仏閣、

近代建築等の歴史的資源、駅周辺の商業地・商店街、閑静な住宅地、特色のある幹線道路、大

小様々な公園、緑道、大学等の大規模施設があり、それぞれが景観資源として目黒区の景観を

形成しています。 
一方、新しい建築物の建築や建て替え、あるいは大規模な開発が進み、街並み景観が緩やか

に変化しています。 
目黒区の景観をより良いものにするため、多様な景観資源を大切に守り活用するとともに、

個々の建築行為等の機会を捉え、自然、歴史、文化、生活を踏まえた周辺との調和や配慮を求

めることにより、景観を阻害するものを取り除き、良好な景観を守り、更により良い景観をう

みだしていくことが必要と考えられます。 
上記の考えに基づいて良好な景観形成を実現するため、景観形成基準を定めます。良好な景

観形成のために望まれる配慮は、その敷地の所在する地域の特徴によっても、またその建築物

の種類や隣接する建築物によっても異なります。そのため、景観形成基準は、建主や事業者へ

地域特性などに応じた景観形成基準に沿った配慮を求めるものとします。 
まず、区全域を対象に周辺への配慮を主眼としたゆるやかな基準を設けます。その基準は、

住宅地や商業地など市街地特性に応じた「基本基準」と、歴史的建造物や公園などの景観資源

の周辺で配慮すべき「立地基準」の 2種類とします。 
更に、重点的に景観形成を推進すべき区域（特定区域）を対象に、より地域特性を反映させ

るためのきめ細やかな基準を設けます。その基準は、景観形成上重要な軸となる「景観軸特定

区域」に加え、区民等の主導で景観形成に取り組む「景観街づくり特定区域」における基準の

2種類としていきます。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

基本基準 
１～３ 

立地基準 
１～５ 

区全域を対象とした基準 

○景観軸特定区域         
○景観街づくり特定区域 

特定区域内を対象とした基準 

 

基本基準、立地基準に特定区域の基準を追加

基本基準に立地基準を追加 
追加 

景観形成基準の構成 
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（２）区全域における景観誘導 
ア．市街地特性に応じた基準（基本基準） 

区全域を市街地特性に応じて 3つの地域に区分し、それぞれの地域に対応した基準を定めま
す。 

 
住 宅 地：区の 8割を住宅地が占めることから、現在の住宅地の良好な景観を守り、更に

向上させることを目的とします。この地域は、住居系用途地域が指定されてい
る地域とします。 

住工混在地：住宅、商店や町工場等、さまざまな用途が混在した地域では、周辺との調和の
とれた街並みを形成することを目的とします。この地域は、工業系用途地域が
指定されている地域とします。 

商 業 地：駅前や路線状に伸びる商店街の景観が、街を印象づけることから、にぎわいが
あり整った空間を形成することを目的とします。この地域は、商業系用途地域
が指定されている地域とします。 

 

イ．景観資源等の周辺で配慮すべき基準（立地基準） 

区内には、公園や歴史資源、区の顔とも言える地域などの景観資源があります。景観資源の

周辺で建築行為等を行う場合を、良好な景観形成へと誘導するため、基本基準に加えて、立地

特性に応じた基準を定めます。 

具体的には、以下の場所において、立地特性に応じた基準を定めます。 
 

○立地特性に応じた基準を定める場所 
・歴史資源周辺 
・公園周辺（「目黒の森」を構成している公園周辺） 
・緑道沿道 
・幹線道路等沿道（景観軸特定区域として定める山手通りを除く） 
・広域生活拠点周辺（中目黒駅周辺、自由が丘駅周辺、目黒駅周辺、大橋一丁目地区周辺） 
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景観形成の５つの方針 小方針 方針の目指すもの（基準の考え方） 

①区を特徴づけるまとまった
みどりの保全・創出 

②自然豊かな水辺環境を活用
した空間づくり 

③みどりと歴史を活かした空
間づくり 

方針１：豊かな自然環

境や歴史とふれあえる

街づくり 

④地形を活かした景観づくり 

・公園などのみどりと敷地内のみどりの一体化 
・公園などのみどりと建築物の形態・意匠・色
彩の調和 
・歴史資源に対する見え方の配慮 
・歴史資源と調和する意匠・形態・色彩 
・歴史資源と周辺環境の一体化 
・街並みの特徴に配慮 

①身近なにぎわいの場の景観
づくり 方針２：身近な生活空

間の魅力の向上 ②身近なコミュニティ施設の
景観づくり 

・駅周辺の景観の向上 
・商店街の一定の秩序と個性的な景観の形成 

①良好な住宅地景観の保全・創
出 

方針３：地域の特徴を

活かした街並みづくり 

 

②地域の「意思」が感じられる
景観づくり 

・地域特性を踏まえた景観形成 
・道路からの見え方に配慮した建築デザイン 
・みどりとゆとりのある調和の取れた住宅地景
観の維持・向上 

・用途が異なる建築物から構成される調和のと
れた景観の確保 

①周辺の資源を取り込んだ歩
行者空間づくり 

②身近な施設を結ぶ快適な道
のネットワーク化 

方針４：楽しく歩ける

道づくり 

③魅力的な街かどの演出 

・緑道に配慮した景観形成 
・角地を意識した景観形成 

①広域生活拠点の景観づくり 

②目黒川沿川の景観づくり  

③生活創造軸の道路景観形成 

④個性的な道路景観形成 

⑤大規模施設の建設・改修など
に伴う景観づくり 

方針５：イメージしや

すくわかりやすい街づ

くり 

⑥屋外広告物の誘導、公共サイ
ンの整備 

・目黒区を代表する魅力的な景観づくり 
・活力とにぎわいのある景観づくり 
・来街者のための楽しめる空間の創出 
・広域生活拠点の特性に応じた景観形成 
・幹線道路、生活道路の道路景観の整備 
・連続感と一体感のある景観の創出 

 
 
 
 
 
 
 

区内全域の基準 

市街地特性に応じた基準(基本基準)
・住宅地における基準 
・住工混在地における基準 
・商業地における基準 

景観資源等の周辺で配慮すべき基準
(立地基準) 
・公園周辺 
・幹線道路等沿道 等 

景観形成方針と基準の考え方 
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ウ．大規模指定建築物等の事前協議、審査 
規模の大きい建築物は、景観に与える影響が大きいことから、大規模指定建築物として位置

づけ、建築に際して事前協議を義務づけ、景観形成基準を基に良好な景観形成の誘導を図りま

す。 
また、特に大規模な建築物については、特定大規模指定建築物として位置づけ、事前に審査

を義務づけ、良好な景観形成の誘導を図ります。 
 
 
（３）特定区域における景観誘導 

重点的に景観形成を推進する区域については、（仮称）目黒区景観条例に基づいて特定区域

として位置づけ、積極的に景観形成を進めます。 
都市の骨格を形成している山手通り沿道、目黒通り沿道、目黒川沿川は、「景観軸特定区域」

として区が位置づけ、景観形成を積極的に推進する区域とします。 
また、区民等の取り組みの活発な地域は、区民等の主導により景観形成に取り組む地域とし

て、「景観街づくり特定区域」として指定していきます。 
なお、区民等が主体となった景観に係わる街づくりの取り組みに対しては、地域街づくり条

例などを活用した支援を行います。 
 

ア．景観軸特定区域 

山手通り、目黒通り、目黒川は、区の骨格的な都市構造の要素であり、目黒区都市計画マス

タープランにおいて、山手通りと目黒通りは「生活創造軸」、目黒川は「みどりの軸」の主要

軸と位置づけられています。そのため、この 3 地区は区が主導して、重点的に景観形成を推進
すべき区域とします。 
そこで、目黒川の沿川や山手通り及び目黒通りの沿道を景観軸特定区域として定め、川や幹

線道路と一体となった景観形成のため、積極的な取り組みを進めていきます。 
景観軸特定区域の取り組みにおいては、基本的に区が区域内の景観形成のあり方とルールを

定め、景観法等を活用した実現の担保（良好な景観形成方針、景観形成基準の策定、届出勧告・

変更命令の運用、景観地区の指定）を行います。 
なお目黒通り沿道については、広範囲でもあり多様な特性を併せ持つことから、住民等の意

見を聴きながら、景観軸特定区域を指定します。 
 

イ．景観街づくり特定区域 

区内では、自由が丘や大橋一丁目地区のように、区民等による主体的な景観に関する街づく

りが進められている地域があります。これらの地区については景観街づくり特定区域とし、住

民の景観に関する街づくりを支援します。 
景観街づくり特定区域においては、基本的に住民発意により、その区域の景観形成のあり方

とルールを定めることとし、区は、住民の景観街づくりに対する各種の支援（補助、専門家派

遣、行政参加）を行うとともに、景観に配慮した身近な道路、公園の整備、景観法等を活用し

た実現の担保（良好な景観形成方針、景観形成基準の策定、届出勧告・変更命令の運用、景観

地区の指定）を行います。 
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図Ⅳ-1 景観街づくり特定区域での取り組みの流れ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図Ⅳ-2 特定区域 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
（４）色彩に関する景観誘導 

区内全域について、住宅地、商業地・住工混在地、特定区域ごとの色彩の基準を定め、良好

な景観を形成するように色彩に関する誘導を図ります。 
 

（５）届出対象外の建築行為等の景観誘導 
景観形成への意識の底上げを図るという視点から、届出対象とならない規模や高さの建築行

為等についても、景観形成基準に対する配慮を誘導します。 
そのため、景観形成基準に関するパンフレットを作成し、窓口で配布するなど周知を図ると

ともに、パンフレットに景観形成基準との適合を設計者等が自主的にチェックできるチェック

シートを添付し、自発的な配慮を求めます。 
 

（６）屋外広告物の規制 
屋外広告物については、住宅地、商業地など市街地の特性に応じた屋外広告物に関する考え

方を示します。景観形成上、屋外広告物に対しきめ細かい規制誘導が必要な地域については、

景観街づくり特定区域や景観地区あるいは地区計画制度を活用し、東京都屋外広告物条例に基

づいて規制誘導を行っていきます。 

景観街づくりルール作成の発意（区または地元）

特定区域の景観形成のあり方を定める 

景観街づくり組織の発足 

景観条例、地

域街づくり

条例に基づ

く区の支援

身近な道路、公園を整備する 特定区域の景観形成のルールを定める
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２．景観形成基準の運用 

（１）届出 
一定規模以上の建築物の建築・増築・改築等や、建築確認※を伴う工作物の設置、開発行為

それぞれにおいて、届出を義務付けます。届出において、設計者や事業者に、配慮すべき基本

的な事項である景観形成基準に対する適合状況を記入したチェックシートの提出を求め、景観

形成基準への適合を区が判断します（届出対象行為と規模については P57）。 
なお、景観形成基準は建築基準法等に基づく用途や高さ等の制限の範囲の中で、景観の観点

から質の向上を目指すことを目的としているため、景観にかかる内容に限定した基準であり、

法第 8条第 2項第 3号の良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項のうち、法第 8条
第 3項第 2号の規制または措置の基準とします。 

 
◇届出の時期 
・建築行為については建築確認申請の 30日前までに、届出を行うこととします。 
・建築確認申請を伴わない建築物に関する届出対象行為は、行為を着手する 30 日前ま
でに、届出を行うこととします。 
・工作物の設置は建築確認申請の 30日前までに届出を行うこととします。 
・都市計画法第 4条第 12項に規定する開発行為（以下、「開発行為」という）について
は、都市計画法第 29条に基づく開発許可申請の 30日前までに届出を行うこととしま
す。 

 
（２）事前協議等 

規模の大きい建築物は、景観へ与える影響が大きいため、また計画の調整にある程度の時間

を要するため、（仮称）目黒区景観条例に基づき規模に応じて事前協議や審査を義務付けます。

なお、東京都景観条例に基づく東京都との事前協議対象となる大規模建築物（以下、都案件※）

については、事前相談などを通じて景観計画に基づいた景観形成を誘導します。ただし、区が

許可する総合設計については、区が事前協議、景観審査を行います。 
また、特定区域においては、きめ細かい景観形成を誘導するため、届出対象行為については、

全て事前協議を行います。 
 
ア．大規模指定建築物の事前協議 

大規模指定建築物は、周辺の景観に与える影響が大きいため、届出の 60日前までに事前協議
を行うことを義務付け、専門家の助言等を参考に事業者・設計者と区が景観の視点から意匠等

について協議し、初期段階からの景観誘導を行います。 
 
○事前協議の対象となる大規模指定建築物 

・延べ面積 5,000 ㎡以上かつ、高さ 15ｍを超える又は地上 5 階以上の建築物（都案件
除く） 
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イ．特定大規模指定建築物の景観審査 

大規模指定建築物の中でも特に大規模な建築物（以下、特定大規模指定建築物）については、

計画の初期段階から景観形成基準への適合判断を行うため、届出の 90日前までに申請を義務付
け、複数の景観に係わる専門家から構成される組織（景観審議会）の助言等を参考に、景観に

ついて審査（以下、景観審査）を行います。 
 
○景観審査を行う特定大規模指定建築物 
・延べ面積 10,000 ㎡以上（都案件を除く） 
 

ウ．景観軸特定区域における事前協議 

景観軸特定区域においては、景観形成基準に基づく景観形成をきめ細かく誘導するため、全

ての届出対象行為について、届出の 60日前までに事前協議を行うことを義務付けます。 
 

（３）専門家の関与 
ア．景観アドバイザー 

事前協議の段階から、建築家、都市計画家、造園家など景観に関する専門家（景観アドバイ

ザー）により、事業者等に対する助言を行います。 
景観アドバイザー制度を創設することにより、事業者や設計者による自主的な景観形成の取

り組みをプレゼンテーションする機会を与えるとともに、専門的観点からの専門家の助言によ

り、質の高い景観形成を図ります。助言は、指摘ではなく多角的な視点により計画を補助する

ことを目的とします。 
景観アドバイザーの助言は、大規模指定建築物の事前協議・特定区域の事前協議(義務)のほ
か、一般届出物件であっても事業者の求め(任意)に応じて行うこととします。 
イ．景観審議会 

勧告、変更命令または特定大規模指定建築物の景観審査については、都市計画審議会委員の

中から委嘱した委員及び景観アドバイザー等から構成される景観審議会の意見を聴いて区が行

います。 
また、景観審議会は景観審査のほか、区長の諮問に応じ区の景観行政に関する事項を調査審

議します。 
ウ．事前相談 

計画の早い段階より事業者と行政が協議するため、事業者が企画や基本計画の段階から、任

意の事前相談や、必要に応じて景観アドバイザーの助言を求めることとします。 
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（４）景観誘導の運用フロー 
ア.建築物・工作物 

景観法・（仮称）目黒区景観条例 

事業者、設計者は設計段階で計画地にどの景観形成基準が適用される
か区に確認 

勧告：意匠形態に係わる
基準に適合しない場合
は適合するよう勧告 

変更命令：意匠形態の基
準に適合しない場合は適
合するよう変更命令 

助言（区） 

事前相談（任意）：事業者、設計者は、企画、基本計画段階で区に相談

90日以上 

行為の着手（着工など） 

紛争予防条例に基づ
く標識の設置 

事業者、設計者は審査または協議結果に基づき設計修正 近隣説明 

30日以上 

景観ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 
助言（区） 

事前協議（義務）：大規模指定
建築物または景観軸特定区域
の届出対象 

景観ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 

助言の求め 

景観審査（義務）：特定
大規模指定建築物 

景観審議会 

120日以上 

目黒区住環境整備条例に
基づく建築計画提出（標
識の設置の前日まで） 

景観形成基準、景観資源図等を事前配布 

事業者、設計者は景観形成基準に適合するように設計 

景観審議会 

建築確認申請 

助言（区） 

届出：景観形成への配慮事項及び景観形成基準との適合状況を説明
する資料を添付 
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イ.開発行為 
 

景観法・（仮称）目黒区景観条例

事業者、設計者は設計段階で計画地にどの景観形成基準が適用される
か区に確認 

届出：景観形成への配慮事項及び景観形成基準との適合状況を説明
する資料 

助言（区） 

事前相談（任意）：事業者、設計者は、企画、基本計画段階で区に相談 

行為の着手（着工など） 

30日以上 

景観ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 

助言の求め 

景観形成基準、景観資源図等を事前配布 

事業者、設計者は景観形成基準に適合するように設計 

景観審議会 

都市計画法第 29条に基づく開発許可申請 

変更命令：意匠形態に係わ
る基準に適合しない場合
は適合するよう変更命令 

勧告：意匠形態に係わる
基準に適合しない場合
は適合するよう勧告 
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３．区全域における景観形成基準と届出対象 
（１）景観形成基準の概要と届出対象 

景観形成基準は、建築行為が行われる市街地や特定の場所において、良好な景観形成のため

に配慮すべき事項を明示することにより、効果的かつ効率的に良好な景観形成を実現するため

の基準です。 
景観形成基準は、建築物のほか、工作物、開発行為を対象とします。 

 
景観形成基準と適用範囲 

基準が適用される
建築物等 景 観 形 成 基 準 適用範囲 

建築
物 

工作
物 

開発
行為 

基本基準１ 
(住宅地) 

ゆとりがあり、みどり
豊かな調和のとれた住
宅地の街並み景観を守
り、向上させる 

住居系用途地域内 ○ ○ ○ 

基本基準２ 
(住工混在
地) 

多様な用途や形態が調
和する景観をつくる 工業系用途地域内 ○ ○ ○ 

市街地特
性に応じ
た基準 
( 基本基
準) 

基本基準３ 
(商業地) 

活力やにぎわいのある
駅周辺や商店街の景観
をつくる 

商業系用途地域内 ○ ○ ○ 

立地基準１ 
(歴史資源
周辺) 

歴史資源や歴史資源と
一体となったみどりを
守り活用し、歴史を感
じさせる景観をつくる 

歴史資源から半径 50ｍ
以内の敷地 ○   

立地基準２ 
(公園周辺) 

公園と市街地が一体と
なった景観をつくる 

「目黒の森」を構成して
いる公園及び公園の外周
道路に面する敷地 

○   

立地基準３ 
(緑道沿道) 

緑道と一体となった景
観をつくる 

緑道及び緑道に沿った道
路に面する敷地 ○   

立地基準４ 
(幹線道路
沿道) 

地域の特性に応じた道
路景観をつくる 

景観軸特定区域を除く幹
線道路沿道 ○   

 
 
 
 
 
 
 

区

内

全

域

を

対

象

と

し

た

基

準 

景観資源
等の周辺
で配慮す
べき基準 
( 立地基
準) 

立地基準５ 
（商業拠点
周辺) 

目黒区の顔となる景観
をつくる 

中目黒駅周辺、大橋一丁
目地区、自由が丘駅周辺、
目黒駅周辺の商業地域 

○   

 
注）特定区域の景観形成基準は、別途示します。（P85～91） 
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景観形成基準に基づく届出対象規模等一覧 
区全域の基準 景観軸特定区域 

基準 基本基準１ 基本基準２ 基本基準３ 立地基準１～
５ 

目黒川沿川 山手通り沿道 

適用範囲 

住宅地（住居系
用途地域） 

住工混在地（工
業系用途地域） 

商業地（商業系
用途地域） 

歴史資源周辺
等 

目黒川もしくは
目黒川に沿った
道路・通路に面
する敷地 

山手通りに面す
る敷地 

届出時期 

建築物（一戸建て住宅
を除く） 

敷地面積 1,000
㎡以上かつ高さ
10ｍを超えるも
の（第 1 種低層
住居専用地域は
地上３階以上） 

延べ面積1,500
㎡以上かつ高
さ 10ｍを超え
るもの 

延べ面積 3，000
㎡以上又は高
さ 30ｍを超え
るもの 

延べ面積 1,500
㎡以上又は高さ
17ｍを超えるも
の 

延べ面積 1,500
㎡以上又は高さ
30ｍを超えるも
の 

煙突など 
高さ 17ｍを超えるもの 高さ 30ｍを超

えるもの 
高さ 17ｍを超
えるもの 

高さ 30ｍを超
えるもの 

昇降機など 
工作
物 

製造施設など 
高さ 17ｍを超え
る又は築造面積
1,000 ㎡以上 

高さ 17ｍを超え
る又は築造面積
1,500 ㎡以上 

高さ 30ｍを超え
る又は築造面積
3,000 ㎡以上 

建築行為又は
工作物の設置
等が行われる
敷地に適用さ
れる基本基準
の届出対象規
模に準ずる 

高さ 17ｍを超え
る又は築造面積
1,500 ㎡以上 

高さ 30ｍを超え
る又は築造面積
1,500 ㎡以 

建築確認申請
の 30 日前 
建築確認申請
を伴わない届
出対象行為は
行為の着手の
30 日前 届出対象

大規模な開発行為 開発区域面積 3,000 ㎡以上 
開発許可申請
の 30 日前 

事前協議対象 
大規模指定建築物：延べ面積 5,000 ㎡以上かつ高さ 15ｍを超えるも
の（都案件を除く） 

届出対象全て 届出の 60 日前 

景観審査対象 特定大規模指定建築物：延べ面積 10,000 ㎡以上（都案件を除く） 届出の 90 日前 
 



58 

市街地特性と立地特性に応じて適用される基準 
立地基準 

市街地 
市街地特性
に応じた基
準 

歴史資源周
辺 

公園周辺 緑道周辺 景観軸特定
区域以外の
幹線道路沿
道 

中 目 黒 駅
周辺、大橋
一丁目地
区、自由が
丘駅周辺、
目黒駅周
辺 

住宅地（住居
系用途地域
内） 

基本基準１ 

住 工 混 在 地
（工業系用途
地域内） 

基本基準２ 

 

商業地（商業
系用途地域
内） 

基本基準３ 

立地基準１ 立地基準２ 立地基準３ 立地基準４ 

立地基準５ 

 
 
（２）市街地特性に応じた景観形成基準（基本基準１～３） 

目黒区においては、面的な市街地の景観を向上することが重要であり、中でも住宅地を主体

とする住宅都市であることから、現在の住宅地の良好な景観を守り、更に向上させることが重

要となります。そのため、住宅地に関する景観形成の基準を定めます。 
また、区には、住宅と店舗やオフィス、工場が混在する住工混在地があり、区の特徴となっ

ていることから、住工混在地に関する景観形成基準を定めます。 
さらに、駅前や路線状に伸びる商店街の景観が、街を印象づけることから、商業地に関する

景観形成基準を定めます。 
 

 
図Ⅳ-3 景観形成基準の適用概念図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

基本基準 
１～３ 

立地基準 
１～５ 

区全域を対象とした基準 

基本基準に立地基準を追加 
追加 
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図Ⅳ-4 基本基準の適用区域 
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ア．基本基準 1（住宅地） 

景観形成のために望まれる配慮は画一的なものではなく、地域の特性や建築物の用途等によ

っても異なります。そのため、景観形成基準は、事業者に対象地域における配慮すべき基本的

な事項を示し、良好な景観形成に向けて柔軟な創意工夫を求めるためのものとします。 
基本基準 1は、主に方針３の「地域の特徴を活かした街並みづくり」における「良好な住宅
地景観の保全」などが目指している、みどりとゆとりのある、調和のとれた住宅地景観を守り、

向上させることを目的としています。 
目黒区は、住居系用途地域が約 8 割の市街地に指定されるなど、住宅地を主体とする都市で
あり、低層の住宅が立ち並び、みどりが多い住宅地の景観は、目黒区の代表的な景観の１つと

言えます。目黒区らしい景観をつくる上で、良好な住宅地の景観を保全することが重要であり、

みどりの豊かさ、空間のゆとり、道路から見える静けさや落ち着きを感じさせる意匠、形態、

色彩を誘導する基準とします。 
なお、景観形成基準は法第 8条第 2項第 3号の良好な景観の形成のための行為の制限に関す

る事項のうち、法第 8条第 3項第 2号の規制または措置の基準とします。 
 
◇基準の目指すもの・適用対象 
ゆとりがあり、みどり豊かな調和のとれた住宅地の街並み景観を守り、向上させる 
基準が適用される
対象 

住居系用途地域内 
建築物／工作物／開発行為 

 
◇届出対象行為と届出規模 

届出対象行為 規模 
建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を
変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色
彩の変更（ただし一戸建住宅を除く） 

敷地面積 1,000 ㎡以上かつ高さ 10ｍを超
える建築物（ただし、第 1種低層住居専用
地域については敷地面積1,000㎡以上かつ
地上３階以上） 

建築確認を伴う工作物の新設、増築、改築若しく
は移転、外観を変更することとなる修繕若しくは
模様替え又は色彩の変更 

 

煙突、鉄柱、装飾塔、物見塔その他これらに類
するもの 

地上からの高さ 17ｍを超える工作物 

昇降機、ウォーターシュート、コースターその
他これらに類するもの（回転運動をする遊戯施
設を含む） 

地上からの高さ 17ｍを超える又は築造面
積 1,000 ㎡以上の工作物 

 

製造施設、貯蔵施設、遊戯施設、自動車車庫（建
築物であるものを除く）その他これらに類する
もの 

地上からの高さ 17ｍを超える又は築造面
積 1,000 ㎡以上の工作物 

大規模な開発行為 区域面積 3,000 ㎡以上の開発行為 

注）特定区域の届出対象は別途示します。（P86,89） 
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◇景観形成基準 
対象 景観形成基準 配慮･工夫の例(他の対応や工夫も可)

建築物の形態、意匠は、周辺の街並み
景観を踏まえ、良好な街並み景観を形
成する。 

・壁面の位置の連続性や隣棟間隔など、
周辺の街並み景観に配慮した配置と
する。 
・周囲の住宅の開口部のパターンや壁
面のスケール感に配慮したデザイン
とする。 
・地形や自然環境を活かした配置や建
て方とする。 
・長い壁面を設けるときは、単調な壁
面とならないようにするなど、意匠の
工夫をする。 

色彩基準（P94、95）に従うとともに、
周辺の街並み景観との調和を図る。 

・奇抜な色や極端な塗り分けを避ける
とともに、周辺の建築物と著しく異
なる色彩を避ける。 

角地の建築物は、周辺の街並み景観を
印象づけるため周囲からの見え方に
配慮した意匠とする。 
 

・角地に建つ建築物では、周囲からの
見え方に配慮した意匠（屋根の形状、
角部の処理、外壁の素材等）を工夫
する。 

形態、色彩、
その他の意匠 

建築物に付属する設備機器等は、周囲
からの見え方に配慮する。 

・屋根や屋上に設置する空調の室外機
等の設備については、表通り側への
設置を避けたり、目隠しを設置する
など、機器の見え方に配慮する。 

外構計画は、周辺の街並み景観を踏ま
え、良好な街並み景観を形成する。 

・道路に対して、閉鎖的な塀とならな
いよう配慮する。 
・地形や自然環境を活かした計画とす
る。 

建
築
物
に
対
す
る
基
準 

建築物の周囲
の空地・外構 

公共空間(道路等)からの見え方に配
慮した外構計画とする。 

・道路から直接見える位置に機械式駐
車場を設置する場合は、緑化を図るな
ど見え方について工夫をする。 
・角地等では、植栽を配し潤いのある
しつらえとするなどの工夫をする。 
・アプローチや道路沿いのデザインを
工夫し、外部との交流を意識したデザ
インとする。 
・道路境界に接して、高い塀などを設
置する場合は、道路からの見え方に配
慮した工夫をする。 

公共空間(道路等)からの見え方に配
慮した形態、意匠とする。 

・道路等から見た機械式駐車場や煙突
などの形状やデザインは、見え方に
配慮した工夫をする。 

工
作
物
に
対
す
る
基
準 

形態、色彩、
その他の意匠 

色彩基準（P94、95）に従うととも
に、周辺の街並み景観との調和を図
る。 

・奇抜な色や極端な塗り分けを避ける
とともに、周辺の建築物と著しく異
なる色彩を避ける。 
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開
発
行
為
に
対
す
る
基
準 

造成等 公共空間(道路等)からの見え方に配
慮した造成とする。 

・斜面地の造成において、長大な擁壁
を設置する場合、単調な印象となら
ないよう、壁面緑化等を行うなど意
匠の工夫を図る。 

 
 

配慮・工夫のイメージ 
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イ．基本基準２（住工混在地） 

景観形成のために望まれる配慮は画一的なものではなく、地域の特性や建築物の用途等によ

っても異なります。そのため、景観形成基準は、事業者に対象地域における配慮すべき基本的

な事項を示し、良好な景観形成に向けて柔軟な創意工夫を求めるためのものとします。 
基本基準２は、主に方針３の「地域の特徴を活かした街並みづくり」の「地域の「意思」が

感じられる景観づくり」などが目指している多様な用途や形態がありながら、調和のとれた景

観をつくることを目的としています。 
区内には商店や町工場等と住宅が混在した地域があり、用途の異なる建築物も含め、地域全

体で調和のとれた景観をつくり出すため、みどりや空地等の確保によるゆとり空間の連続性の

創出、周辺からの見え方に配慮した設備等の設置の工夫やデザインの誘導を進める基準としま

す。 
なお、景観形成基準は法第 8条第 2項第 3号の良好な景観の形成のための行為の制限に関す

る事項のうち、法第 8条第 3項第 2号の規制または措置の基準とします。 
 
◇基準の目指すもの・適用対象 
多様な用途や形態が調和する景観をつくる 
基準が適用される
対象 

工業系用途地域内 
建築物／工作物／開発行為 

 
◇届出対象行為と届出規模 

届出対象行為 規模 
建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を
変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色
彩の変更（ただし一戸建住宅を除く） 

延べ面積 1,500 ㎡以上かつ高さ 10ｍを超
える建築物 

建築確認を伴う工作物の新設、増築、改築若しく
は移転、外観を変更することとなる修繕若しくは
模様替え又は色彩の変更 

 

煙突、鉄柱、装飾塔、物見塔その他これらに類
するもの 

地上からの高さ 17ｍを超える工作物 

昇降機、ウォーターシュート、コースターその
他これらに類するもの（回転運動をする遊戯施
設を含む） 

地上からの高さ 17ｍを超える又は築造面
積 1,500 ㎡以上の工作物 

 

製造施設、貯蔵施設、遊戯施設、自動車車庫（建
築物であるものを除く）その他これらに類する
もの 

地上からの高さ 17ｍを超える又は築造面
積 1,500 ㎡以上の工作物 

大規模な開発行為 区域面積 3,000 ㎡以上の開発行為 

注）特定区域の届出対象は別途示します。（ｐ.86,89） 
 
 



64 

◇景観形成基準 
対象 景観形成基準 配慮･工夫の例(他の対応や工夫も可) 

建築物の形態、意匠は、周辺の街並み景
観を踏まえ、良好な景観形成を図る。 
 

・壁面の位置の連続性や隣棟間隔など、
周辺の街並み景観に配慮した配置とす
る。 

・地形や自然環境を活かした配置や建て
方とする。 
・収納庫や建築物に付属する工作物につ
いては、建築物と一体的なデザインに
するなどの工夫をする。 
・大規模指定建築物及び特定大規模指定
建築物は、周囲の街並み景観と調和を
図るために壁面の分節化など意匠を工
夫する。 

色彩基準（P96,97）に従うとともに、周
辺の街並み景観との調和を図る。 

・奇抜な色や極端な塗り分けを避けると
ともに、周辺の建築物と著しく異なる
色彩を避ける。 

角地の建築物は、周辺の街並み景観を印
象づけるため周囲からの見え方に配慮
した意匠とする。 

・角地に建つ建築物では、周囲からの見
え方に配慮した意匠（屋根の形状、角
部の処理、外壁の素材等）を工夫する。

形態、色彩、
その他の意
匠 

建築物に付属する設備機器等は、周囲か
らの見え方に配慮する。 

・屋根や屋上に設置する空調の室外機等
の設備については、表通り側への設置
を避けたり、目隠しをつけるなど、機
器の見え方に配慮する。 

外構計画は、周辺の街並み景観を踏ま
え、良好な景観形成を図る。 

・道路に対して、閉鎖的な塀とならない
よう、配慮する。 

・地形や自然環境を活かした配置や建て
方とする。 

建
築
物
に
対
す
る
基
準 

建築物周囲
の空地・外
構 

道路や隣接する敷地からの見え方に配
慮した外構計画とする。 

・道路から直接見える位置に機械式駐車
場を設置する場合は、緑化を図るなど
見え方について工夫する。 
・角地では、植栽を配したり、潤いのあ
るしつらえとするなどの工夫をする。

・道路境界に接して、高い塀などを設置
する場合は、道路からの見え方に配慮
した工夫をする。 

公共空間(道路等)からの見え方に配慮
した形態、意匠とする。 

・道路等から見た機械式駐車場や煙突な
どの形状やデザインは、見え方に配慮
した工夫をする。 

工
作
物
に
対
す
る
基
準 

形態、色彩、
その他の意
匠 

色彩基準（P96,97）に従うとともに、周
辺の街並み景観との調和を図る。 

・奇抜な色や極端な塗り分けを避けると
ともに、周辺の建築物と著しく異なる
色彩を避ける。 
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開
発
行
為
に
対
す
る
基
準 

造成等 公共空間(道路等)からの見え方に配慮
した造成とする。 

・斜面地の造成において、長大な擁壁を
設置する場合、単調な印象とならない
よう、壁面緑化等を行うなど意匠の工
夫を図る。 

 
配慮・工夫のイメージ 
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ウ．基本基準３（商業地） 

景観形成のために望まれる配慮は画一的なものではなく、地域の特性や建築物の用途等によ

っても異なります。そのため、景観形成基準は、事業者に対象地域における配慮すべき基本的

な事項を示し、良好な景観形成に向けて柔軟な創意工夫を求めるためのものとします。 
基本基準３は、主に方針２の「身近な生活空間の魅力の向上」の「身近なにぎわいの場の景

観づくり」などが目指している、駅周辺や商店街において、一定の秩序を持ちながらも地域特

性に応じた個性的なにぎわいのある景観をつくることを目的としています。 
駅前や商店街は、区民や来街者が利用する機会の多い場所であり、その場所の景観は訪れる

人に区を印象づけるものであり、駅前、商店街の景観を向上することは、区の景観の底上げを

図る上で重要なものと言えます。 
そのため、低層部へにぎわいを配置しつつ、建築物の形態・配置を揃え調和のとれた街並み

へと誘導することや、道路からの視線に配慮した基準とします。 
なお、景観形成基準は法第 8条第 2項第 3号の良好な景観の形成のための行為の制限に関す

る事項のうち、法第 8条第 3項第 2号の規制または措置の基準とします。 
 
◇基準の目指すもの・適用対象 
駅周辺や商店街において、にぎわいのある景観をつくる 
基準が適用される
対象 

商業系用途地域内 
建築物／工作物／開発行為 

 
◇届出対象行為と届出規模 

届出対象行為 規模 
建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を
変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色
彩の変更（ただし一戸建住宅を除く） 

延べ面積 3,000 ㎡以上又は高さ 30ｍを超
える建築物 

建築確認を伴う工作物の新設、増築、改築若しく
は移転、外観を変更することとなる修繕若しくは
模様替え又は色彩の変更 

 

煙突、鉄柱、装飾塔、物見塔その他これらに類
するもの 

地上からの高さ 30ｍを超える工作物 

昇降機、ウォーターシュート、コースターその
他これらに類するもの（回転運動をする遊戯施
設を含む） 

地上からの高さ 30ｍを超える又は築造面
積 3,000 ㎡以上の工作物 

 

製造施設、貯蔵施設、遊戯施設、自動車車庫（建
築物であるものを除く）その他これらに類する
もの 

地上からの高さ 17ｍを超える又は築造面
積 3,000 ㎡以上の工作物 

大規模な開発行為 区域面積 3,000 ㎡以上の開発行為 

注）特定区域の届出対象は別途示します。（P86,89） 
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◇景観形成基準 
対象 景観形成基準 配慮･工夫の例(他の対応や工夫も可) 

建築物の形態、意匠は、周辺の街並み
景観を踏まえ、良好な景観形成を図る。

・壁面の位置の位置の連続性や隣棟間隔
など、周辺の街並み景観に配慮した配
置とする。 

・立体駐車施設を設置する場合は、建築
物と一体となるような意匠とする。 

・商店街に位置する建築物では、形態や
意匠の統一性に配慮する。 

色彩は色彩基準（P96,97）に従うとと
もに、周辺の街並み景観との調和を図
る。 

・奇抜な色や極端な塗り分けを避けると
ともに、周辺の建築物と著しく異なる
色彩を避ける。 

角地の建築物は、周辺の街並み景観を
印象づけるため周囲からの見え方に配
慮した意匠とする。 

・角地に建つ建築物では、周囲からの見
え方に配慮した意匠（屋根の形状、角
部の処理、外壁の素材等）を工夫する。

形態、色彩、
その他の意
匠 

建築物に付属する設備機器等は、周囲
からの見え方に配慮する。 

・屋根や屋上に設置する空調の室外機等
の設備については、表通りへの配置を
避けたり、目隠しをつけるなど、機器
の見え方に配慮する。 

建
築
物
に
対
す
る
基
準 

建築物周囲
の空地・外
構 

外構計画は、歩行者の通行に配慮しつ
つ、周辺の街並み景観と調和を図った
計画とする。 

・商店街の道路に面する部分に、歩行者
が通行したり、立ち止まれるスペース
を設置するなど店先を演出する。 
・周辺の街並み景観と調和した屋外照
明、サイン類とする。 

道路からの見え方に配慮する。 ・道路等から見た機械式駐車場などの形
状やデザインは、見え方に配慮した工
夫をする。 

工
作
物
に
対
す
る
基
準 

形態、色彩、
その他の意
匠 

色彩基準（P96,97）に従うとともに、
周辺の街並み景観との調和を図る。 
 

・奇抜な色や極端な塗り分けを避け、周
辺の建築物と調和する色づかいとす
る。 

開
発
行
為
に
対
す
る
基
準 

造成等 公共空間(道路等)からの見え方に配慮
した造成とする。 

・斜面地の造成において、長大な擁壁を
設置する場合、単調な印象とならない
よう、壁面緑化等を行うなど意匠の工
夫を図る。 

 



68 

配慮・工夫のイメージ 
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（３）景観資源の周辺で配慮すべき景観形成基準（立地基準１～５） 
 

区内には、公園周辺や歴史資源周辺、区の顔ともいえる地域などの景観資源があります。景

観資源の周辺で建築行為等を行う場合、良好な景観形成へと誘導するため、基本基準に加えて、

立地特性に応じた基準を定めます。 

具体的には、以下の場所において、立地特性に応じた基準を定めます。 
 

○立地特性に応じた基準を定める場所 
・歴史資源周辺 
・公園周辺（「目黒の森」を構成している公園周辺） 
・緑道沿道 
・幹線道路等沿道（景観軸特定区域として定める山手通りを除く） 
・広域生活拠点周辺（中目黒駅周辺、自由が丘駅周辺、目黒駅周辺、大橋一丁目地区周辺） 

 
 

基本基準 
１～３ 

立地基準 
１～５ 

区全域を対象とした基準 

基本基準に立地基準を追加 
追加 



70 

図Ⅳ-5 立地基準に関する景観資源 

 



 
Ⅳ章 景観形成基準を活用した景観誘導 

71 

ア．立地基準１（歴史資源周辺） 

景観形成のために望まれる配慮は画一的なものではなく、地域の特性や建築物の用途等によ

っても異なります。そのため、景観形成基準は、事業者に対象地域における配慮すべき基本的

な事項を示し、良好な景観形成に向けて柔軟な創意工夫を求めるためのものとします。 
立地基準１は、主に方針１の「豊かな自然環境と歴史とふれあえる街づくり」の「みどりを

活かした空間」などが目指している、歴史資源や歴史資源と一体となったみどりを守り活用し、

歴史を感じさせる景観をつくることを目的としています。 
区内には、都の指定有形文化財（建造物）に選定されている駒場公園や目黒不動尊などの、

歴史資源が存在し、周囲のみどりと一体となって良好な景観を形成しています。都心にあって、

かつての面影を残す資源は、区の景観を構成する重要な要素となっており、歴史資源の保全と

ともに、資源の周辺環境も適切に保つ必要があります。中でも、めぐろ風景 55に選定されてい
る歴史的建造物は、区の景観形成上重要な資源として考えられます。 
そこでこれらの歴史的建造物を取り上げ、資源そのものを保全するとともに、周辺からの視

界が遮られることのないよう周囲の建築物・工作物の配置、規模を誘導し、デザインについて

も、歴史性のある資源と調和したしつらえとなるよう、また周囲にみどりを確保することなど、

落ち着きのある景観を保つための基準とします。 
なお、景観形成基準は法第 8条第 2項第 3号の良好な景観の形成のための行為の制限に関す

る事項のうち、法第 8条第 3項第 2号の規制または措置の基準とします。 
 
◇基準の目指すもの・適用対象 
歴史資源や歴史資源と一体となったみどりを守り活用し、歴史を感じさせる景観をつくる
基準が適用される
対象 

・歴史資源（めぐろ風景 55に選定されている歴史的建造物）から半
径 50m以内の区域で、歴史的建造物に面する敷地内にある建築物

・歴史資源と一体となっている参道に直接面する敷地内にある建築物 

 
◇届出対象行為と届出規模 

届出対象行為 規模 
建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を
変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色
彩の変更（ただし一戸建住宅を除く） 

建築行為が行われる敷地に適用される基
本基準の届出対象規模に準ずる（P60～
66） 

 
 
◇景観形成基準 
対象 景観形成基準 配慮･工夫の例(他の対応や工夫も可) 

建築物の形態、意匠は周辺からの歴史
資源の見え方に配慮する。 

・敷地内に歴史資源がある場合は、その
他の建築物の建築等にあたっては歴史
資源に配慮し、配置の工夫をする。 
・歴史資源に対する視線を遮らないよう
に配慮したり、壁のように長い形状の
建物を避ける等工夫する。 

建築物
に対す
る基準 

形態、
色彩、
その他
の意匠 

歴史資源と調和した街並み景観を形成
する。 

・歴史資源に隣接する建築物の外壁は、
原色や反射する素材を避けるなど歴史
資源と調和を図る。 
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 建築物
周囲の
空地・
外構 

空地や外構のしつらえは、歴史資源の
見え方や一体性に配慮する。 

・敷地内に歴史資源がある場合は、その
他の建築物の建築等にあたっては歴史
資源の景観を損ねず、向上するように、
外構の工夫をする。 
・歴史性のある意匠の塀、垣、柵の改築
や、連なる部分を新たに築造する場合
は、歴史資源の意匠の継承を図るなど
の工夫をする。 
・みどりと一体となった歴史資源に隣接
する敷地は、みどりの広がりを生み出す
工夫をする。 
・歴史資源に隣接した建築物は、歴史資
源に配慮し、植栽を設けるなどの工夫
をする。 

 
 
配慮・工夫のイメージ 
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図Ⅳ-6 歴史資源位置図 
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イ．立地基準２（公園周辺） 

景観形成のために望まれる配慮は画一的なものではなく、地域の特性や建築物の用途等によ

っても異なります。そのため、景観形成基準は、事業者に対象地域における配慮すべき基本的

な事項を示し、良好な景観形成に向けて柔軟な創意工夫を求めるためのものとします。 
立地基準２は、主に方針１の「豊かな自然環境や歴史とふれあえる街づくり」の「区を特徴

づけるまとまったみどりの保全・創出」などが目指している公園と周辺の市街地が一体となっ

た景観をつくることを目的としています。 
目黒区は、住宅地のなかに大小様々な規模の特徴的な公園があり、多くの人が訪れる公園は、

貴重な景観資源となっています。目黒区の良好な景観を形成するために、公園そのものの景観

整備だけでなく、公園とその周辺が一体となった景観を整備することが重要となります。そこ

で、比較的大規模な公園で、「目黒区みどりの基本計画」に掲載されている「目黒の森」を構成

している公園周辺の建築物を対象に、公園のみどりと一体となった景観を生み出す基準としま

す。 
なお、景観形成基準は法第 8条第 2項第 3号の良好な景観の形成のための行為の制限に関す

る事項のうち、法第 8条第 3項第 2号の規制または措置の基準とします。 
 
◇基準の目指すもの・適用対象 
公園と周辺の市街地が一体となった景観をつくる 
基準が適用される
対象 

・「目黒の森」を構成している公園に面する敷地またはその公園の外
周道路に面する敷地の建築物 

 
◇届出対象行為と届出規模 

届出対象行為 規模 
建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を
変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色
彩の変更（ただし一戸建住宅を除く） 

建築行為が行われる敷地に適用される基
本基準の届出対象規模に準ずる（P60～
66） 

 
◇景観形成基準 

対象 景観形成基準 配慮･工夫の例(他の対応や工夫も可) 
形態、
色彩、
その他
の意匠 

公園内のみどりを意識した街並み景観
を形成する。 

・建築物の外壁の色彩や素材は、原色や
反射する素材を避ける。 
・外壁にみどりと調和する色彩や素材を
使用する。 
・公園に面し、開口部の少ない単調な壁
面が向かないようにする。 

建築物
に対す
る基準 

建築物
の周囲
の 空
地、外
構 

公園のみどりなどに配慮した街並み景

観を形成する。 

・公園外周部に隣接している敷地や主要
なアプローチ道路に面する敷地の外構
は、公園のみどりと一体感のある緑化
空間となるよう工夫する。 
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配慮・工夫のイメージ 
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ウ．立地基準３（緑道沿道） 

景観形成のために望まれる配慮は画一的なものではなく、地域の特性や建築物の用途等によ

っても異なります。そのため、景観形成基準は、事業者に対象地域における配慮すべき基本的

な事項を示し、良好な景観形成に向けて柔軟な創意工夫を求めるためのものとします。 
立地基準３は、主に方針４の「楽しく歩ける道づくり」の「周辺の資源を取り込んだ歩行者

空間づくり」と「身近な施設を結ぶ快適な道のネットワーク化」などが目指している緑道沿道

の景観形成を目的としています。 
目黒区には緑道が多く分布し、緑道沿道と一体となった街並みは、区を特徴づける景観要素

の一つとなっています。また、通行するのみならず散歩や憩いの場として身近に自然を感じら

れる貴重な空間でもあります。 
緑道に面した敷地の建築物について、みどりと調和したデザインへの誘導や、緑道からの見

え方に配慮した設備のしつらえ、建築物の配置などを誘導し、快適な道づくりを進めるための

基準とします。 
なお、景観形成基準は法第 8条第 2項第 3号の良好な景観の形成のための行為の制限に関す

る事項のうち、法第 8条第 3項第 2号の規制または措置の基準とします。 
 
◇基準の目指すもの・適用対象 
緑道と一体となった景観をつくる 
基準が適用される
対象 

・緑道または緑道に沿った道路に面する敷地の建築物 

 
◇届出対象行為と届出規模 

届出対象行為 規模 
建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を
変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色
彩の変更（ただし一戸建住宅を除く） 

建築行為が行われる敷地に適用される基
本基準の届出対象規模に準ずる（P60～
66） 

 
◇景観形成基準 
対象 景観形成基準 配慮･工夫の例(他の対応や工夫も可) 

緑道を意識した街並み景観を形成す
る。 

・店舗等を設置する場合は、店先を緑道
に向けるようにするなど、緑道と一体
感のあるしつらえとする。 
・緑道に面する側に配置する駐車場や設
備機器は配置や植栽などの工夫により
直接目立たないような工夫をする。 
・緑道に面し、開口部の少ない単調な壁
面が連続しないようにする。 

形態、色
彩、その
他 の 意
匠 

緑道と調和のとれた色彩とする。 ・建築物の外壁の色彩や素材は、原色や
反射する素材を避ける。 
・外壁にみどりと調和する色彩や自然素
材を使用する。 

建 築
物 に
対 す
る 基
準 

建 築 物
の 周 囲
の空地、
外構 

緑道に面して、みどり豊かな開放感の

ある街並み景観を形成する。 

・緑道に面する位置には、ブロック塀や
コンクリート塀の設置を避け、生け垣
やフェンスとするなどの工夫をする。
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配慮・工夫のイメージ 
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図Ⅳ-7 公園・緑道位置図 
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エ．立地基準４（幹線道路沿道） 

景観形成のために望まれる配慮は画一的なものではなく、地域の特性や建築物の用途等によ

っても異なります。そのため、景観形成基準は、事業者に対象地域における配慮すべき基本的

な事項を示し、良好な景観形成に向けて柔軟な創意工夫を求めるためのものとします。 
立地基準４は、主に方針５の「イメージしやすくわかりやすい街づくり」の「個性的な道路

景観の形成」などが目指している、地域の特性に応じた幹線道路の道路景観をつくることを目

的としています。 
幹線道路は来街者が多く通過する道路であり、道路からの景観は、区の景観を印象づける重

要な要素となっています。また補助幹線道路である駒沢通りは、目黒通りと同様に区内を東西

に横断する区を代表する幹線道路といえます。一方第三次事業化計画に位置づけられている都

市計画道路の沿道は、道路整備に伴い沿道の建築物の建て替えが進み、街並み景観が大きく変

わることが予想されます。 
そこで、幹線道路、駒沢通り、第三次事業化計画区間となっている都市計画道路の沿道を対

象に、道路空間の景観への配慮や、建築物の配置・形態のそろった統一感のある街並みの形成、

低層階へのにぎわいの誘導、また一方で中高層階については、道路からの見え方に配慮し、落

ち着いた意匠となるような基準とします。 
なお、景観形成基準は法第 8条第 2項第 3号の良好な景観の形成のための行為の制限に関す

る事項のうち、法第 8条第 3項第 2号の規制または措置の基準とします。 
 
◇基準の目指すもの・適用対象 
地域の特性に応じた道路景観をつくる 
基準が適用される
対象 

以下の道路に面する敷地の建築物 
・玉川通り、環状七号線、目黒通り、駒沢通り、第 3次事業化計画区
間の都市計画道路（補助 26 号線、補助 46 号線、補助 127 号線沿道） 

 注）山手通りは、景観軸特定区域とするため対象としていません。 
 
◇届出対象行為と届出規模 

届出対象行為 規模 
建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を
変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色
彩の変更（ただし一戸建住宅を除く） 

建築行為が行われる敷地に適用される基
本基準の届出対象規模に準ずる（P60～
66） 

 
◇景観形成基準 
対象 景観形成基準 配慮･工夫の例(他の対応や工夫も可) 

建築物
に対す
る基準 

形態、
色彩、
その他
の意匠 

道路からの見え方を意識しつつ、連続
性のある街並み景観を形成する。 

・建築物の壁面の位置の連続性に配慮す
る。 
・低層階と中高層階の見え方の違いに配
慮した形態、色彩、意匠を工夫する。
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配慮・工夫のイメージ 
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図Ⅳ-8 幹線道路・都市計画道路（第三次事業化計画区間）図 
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オ．立地基準５（広域生活拠点周辺） 

景観形成のために望まれる配慮は画一的なものではなく、地域の特性や建築物の用途等によ

っても異なります。そのため、景観形成基準は、事業者に対象地域における配慮すべき基本的

な事項を示し、良好な景観形成に向けて柔軟な創意工夫を求めるためのものとします。 
立地基準５は、主に方針５の「イメージしやすくわかりやすい街づくり」の「広域生活拠点

の景観づくり」などが目指している、目黒区の顔となる景観をつくることを目的としています。 
広域生活拠点である自由が丘駅周辺や中目黒駅周辺、目黒駅周辺、大橋一丁目周辺地区は、

区を代表する景観をつくっていくべき場所と言えます。 
これらの地域について、それぞれの特性に応じた個性ある景観を形成し、魅力的な区の顔を

つくり出すため、低層部のにぎわいの創出や、駅からの見え方に配慮した形態、意匠の誘導な

どを基準とします。 
なお、景観形成基準は法第 8条第 2項第 3号の良好な景観の形成のための行為の制限に関す

る事項のうち、法第 8条第 3項第 2号の規制または措置の基準とします。 
 
◇基準の目指すもの・適用対象 
目黒区の顔となる景観をつくる 
基準が適用される
対象 

・中目黒駅から概ね 100m 以内（位置図参照）の商業地域が指定され
ている区域（山手通り沿道を除く）の建築物 
・自由が丘駅周辺の指定容積率 600％の区域内の建築物 
・目黒駅から目黒川までの指定容積率 600％以上が指定されている区
域の建築物 

・大橋一丁目地区（｢東京のしゃれた街並みづくり推進条例｣に基づく
街並み形成重点地区に指定された「大橋一丁目周辺地区」）の区域
内の商業地域の建築物 

 
◇届出対象行為と届出規模 

届出対象行為 規模 
建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を
変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色
彩の変更（ただし一戸建住宅を除く） 

建築行為が行われる敷地に適用される基
本基準の届出対象規模に準ずる（P60～
66） 

 
◇景観形成基準 
対象 景観形成基準 配慮･工夫の例(他の対応や工夫も可) 
形態、
色彩、
その他
の意匠 

目黒区の顔を意識し、デザインに配慮
した魅力ある景観を形成する。 

・駅前広場や改札口に面する建築物につ
いては、壁面の位置の連続性に配慮す
る。 
・低層部に質の高い素材を使用し、高級
感を生み出す。 

建築物
に対す
る基準 

建築物
の周囲
の 空
地、外
構 

華やかさを感じさせる景観を形成す
る。 

・ショーウィンドウの照明の点灯や建築
物のライトアップなどの工夫により華
やかさのある景観を演出する。 
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配慮・工夫のイメージ 
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図Ⅳ-9 広域生活拠点位置図  
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４.特定区域における景観形成基準と届出対象 
区内において重点的に景観形成を進めるため、景観軸特定区域と、景観街づくり特定区域の

2種類の特定区域を定めます。 
景観形成上重要な軸となる目黒川沿川、山手通り沿道、目黒通り沿道を景観軸特定区域とし

て指定して景観形成基準を定めます。ただし、目黒通り沿道については、広範囲でもあり多様

な特性を併せ持つことから、住民等の意見を聴きながら、景観形成基準を作成します。 
また、景観街づくり特定区域については、今後住民の街づくりの機運の高まりに合わせて、

区域指定を行い、景観形成基準を作成します。 
 

 
事前協議と景観形成基準の適用 
・建築行為、工作物の設置、開発行為について個別に協議を行うため、景観軸特定区域
においては届出対象行為は全て事前協議の対象とし、都案件を除いて、届出の 60 日
前までに申請を義務づけ、都案件についても、事前相談などを通じて景観計画に基づ
いた景観形成を誘導します。 
・特定区域の届出対象行為は、特定区域の景観形成基準に加えて区全域の基準（基本基
準、立地基準）に適合する必要があります。 

 
特定区域における景観形成基準の適用 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

・２以上の特定区域にまたがる敷地のものについては、該当する全ての特定区域の基準
への適合が必要となります。 

 

基本基準 
１～３ 

立地基準 
１～５ 

区全域を対象とした基準 

○景観軸特定区域         
○景観街づくり特定区域 

特定区域内を対象とした基準 

基本基準、立地基準に特定区域の基準を追加

基本基準に立地基準を追加 
追加 
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目黒川 

特定区域対象範囲 

（１）目黒川沿川 
ア．目黒川沿川景観軸特定区域のエリア 

・目黒川もしくは目黒川沿いの道路・通路に直

接面する敷地 
 
 
 
 
 
 
 
 
イ．基準の目指すもの・適用対象 

目黒川沿川を水とみどりの軸として楽しめる景観にする 
・目黒川に対する眺望を確保し、また目黒川からの開放的な眺望を妨げないようにする 
・目黒川沿いが歩くことが楽しい空間になるようにする 
・目黒川沿いの桜並木を引き立て、みどりを充実していく 
基準が適用される
対象 

目黒川もしくは目黒川沿いの道路・通路に直接面する敷地内の建築物・工作物 

 
ウ．届出対象行為と届出規模 

届出対象行為 規模 
建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観
を変更することとなる修繕若しくは模様替え又
は色彩の変更（ただし一戸建住宅を除く） 

延べ面積 1,500 ㎡以上、又は高さ 17ｍを超える建築
物 

建築確認を伴う工作物の新設、増築、改築若し
くは移転、外観を変更することとなる修繕若し
くは模様替え又は色彩の変更 

築造面積 1,500 ㎡以上、又は地上からの高さ 17ｍを
超える工作物 

 
エ．景観形成基準  

◇全区間 
対象 景観形成基準 配慮･工夫の例(他の対応や工夫も可) 

周辺の街並み景観を踏まえ、良好な景
観形成を図る。 

・周辺の街並み景観を印象づける橋づめ部
分の建築物は、角部などの処理を周囲
からの見え方に配慮した意匠とする。

・建築物の表側、入り口、店先を川側に向
けるなどの工夫をする。 

色彩基準（P98,99）に従うとともに周
辺の街並み景観との調和を図る。 

・外壁の色彩や素材は、可能な限り原色や
光沢のあるものを避ける。 

形態、色
彩、その
他の意匠 

川沿いからの見え方に配慮する。 ・建築設備や駐車施設を設置する場合は、
目黒川側への配置を避けたり、植栽の工
夫などにより、川沿いからの見え方に配
慮する。 

建築物に
対する基
準 
 

建物周囲
の空地・
外構 

川沿いからの見え方に配慮する。 ・目黒川に面する位置には、ブロック塀や
コンクリート塀の設置を避け、透過性の
ある生け垣やフェンスとする。 

工作物に
対する基

形態、色
彩、その

川沿いからの見え方に配慮する。 ・工作物の形状やデザインは、見え方に工
夫する。 

図Ⅳ-10 特定区域対象範囲イメージ 
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準 他の意匠 色彩は、目黒川沿川の色彩基準に従う。 ・色彩や素材は、可能な限り原色や光沢の
あるものを避ける。 

◇大橋～中の橋 
対象区間の方針 住工混在地における貴重なみどりの軸としての環境を整える。 

対象 景観形成基準 配慮･工夫の例(他の対応や工夫も可) 
建築物に
対する基
準 

建築物周
囲 の 空
地・外構 

周辺の街並み景観を踏まえ、良好
な景観形成を図る。 

・空地を設けるときは、近接した公開空地等に
配慮した外構計画にするなどの工夫をする。

 
◇中の橋～宿山橋 

対象区間の方針 住宅地を貫く水とみどりの軸として環境を維持する 
対象 景観形成基準 配慮･工夫の例(他の対応や工夫も可) 

建築物に
対する基
準 

建築物周
囲 の 空
地・外構 

周辺の斜面地など、地形を意識し
た外構計画とする。 

・斜面地への見通しをできるだけ遮らないよ
う建築物の周囲の空地の位置などを工夫す
る。 

 
◇中目黒駅周辺（宿山橋～川の資料館） 

対象区間の方針 川辺と一体になったにぎわいを形成する 
対象 景観形成基準 配慮･工夫の例(他の対応や工夫も可) 

建築物に
対する基
準 

形態、色
彩、その
他の意匠 

周辺のにぎわいのある街並み景観
との調和を図る。 

   

・1階に店舗を設けるときは、川に面して開口
部を広くとるなど、にぎわいを演出する工夫
をする。 

 
◇川の資料館から下流側 

対象区間の方
針 

川沿いの開けた眺めを活かす 

対象 景観形成基準 配慮･工夫の例(他の対応や工夫も可) 
建築物
に対す
る基準 
 

形態、
色彩、
その他
の意匠 

周囲から川へ向かう見通しや、川辺の開
放感を維持するよう工夫する。 
 

・川沿いの見通しに配慮し、20ｍをを超える
える部分は後退したりするなどの工夫をす
る。 

・大規模指定建築物及び特定大規模指定建築
物は、川に面して休憩スペースを設置した
り、川への通り抜け通路をとるなどの配慮を
行う。 

 
注）なお、景観形成基準は法第 8条第 2項第 3号の良好な景観の形成のための行為の制限に

関する事項のうち、法第 8条第 3項第 2号の規制または措置の基準とします。 
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配慮・工夫のイメージ 
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（２）山手通り沿道 
ア．山手通り沿道景観軸特定区域のエリア 

・山手通りに直接面する敷地 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
イ．基準の目指すもの・適用対象 

山手通りを目黒区のシンボルとなるにぎわいと風格ある景観にしていく 
・沿道建築物は歩行者環境を充実させにぎわいを生み出す低層部と、整った景観をつくる中高層部を組
み合わせていく 
・見通しやアイストップを意識して、連続性とめりはりのある道路景観をつくる 
・低層部は歩行者からの視点を意識した通りとしていく。 
・中高層部は、車からの視線を意識しすっきりとした街並みを形成していく。 
基準が適用さ
れる対象 

山手通りに直接面する敷地内の建築物・工作物 

 
ウ．届出対象行為と届出規模 

届出対象行為 規模 
建築物の新築、増築、改築又は移転、外観を変
更することとなる修繕又は模様替え又は色彩の
変更（ただし一戸建住宅を除く） 

延べ面積 1,500 ㎡以上、又は高さ 30ｍを超える建築
物 

建築確認を伴う工作物の新設、増築、改築又は
移転、外観を変更することとなる修繕又は模様
替え又は色彩の変更 

築造面積 1,500 ㎡以上、又は地上からの高さ 30ｍを
超える工作物 

 
エ．景観形成基準 
◇全区間 
対象 景観形成基準 配慮･工夫の例(他の対応や工夫も可) 

周辺の街並み景観を踏まえ、良好
な景観形成を図る。 

・1 階に店舗を設けるときは、にぎわいを演
出するような工夫をする。 
・通りに面する集合住宅のバルコニー、共用
階段は、街並みと調和したデザインとする。
・立体駐車施設は建築物と一体となるように
デザインを工夫する。 

中高層部は整った街並み景観が
連なるように配慮する。 

・屋上の設備や構造物、広告物等はすっきりと
整理するなどの工夫をする。 

建 築 物
に 対 す
る基準 

形態、色彩、
その他の意
匠 

色彩基準（P100～102）に従うと
ともに、周辺の街並み景観との調
和を図る。 

・外壁の色彩や素材は、可能な限り原色を避け
る。 

工 作 物
に 対 す
る基準 

形態、色彩、
その他の意
匠 

色彩は、山手通り沿道の色彩基準
に従う。 
 

・色彩や素材は、可能な限り原色を避ける。 

 

山手通り 

図Ⅳ-11 特定区域対象範囲イメージ 

特定区域対象範囲 
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◇中目黒駅周辺 
対象区間の方針 商業拠点、交通の結節点として人々が快適に行き交う環境を整える。 

対象 景観形成基準 配慮･工夫の例(他の対応や工夫も可) 

形態、色彩、
その他の意
匠 

周辺の街並み景観を
踏まえ、良好な景観形
成を図る。 

・壁面の位置の連続性の確保など、周辺の街並みに配慮す
る。 

建 築 物
に 対 す
る基準 

建築物周囲
の空地・外
構 

周辺の街並み景観を
踏まえ、良好な景観形
成を図る。 

・公開空地を設けるときは、近接した公開空地に配慮した
外構計画にするなどの工夫をする。 

 
 
◇主要交差点周り（目黒通り、駒沢通り、目黒橋） 
対象区間の方針 目印となる主要交差点での印象を高める。 

対象 景観形成基準 配慮･工夫の例(他の対応や工夫も可) 
建 築 物
に対す
る基準 

形態、色彩、
その他の意
匠 

交差点の印象を高め
る。 

・周辺の街並み景観を印象づける建築物の角部の意匠や色
使いを工夫する。 

 
 
注）なお、景観形成基準は法第 8条第 2項第 3号の良好な景観の形成のための行為の制
限に関する事項のうち、法第 8条第 3項第 2号の規制または措置の基準とします。 

 
配慮・工夫のイメージ 
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図Ⅳ-12 特定区域区間 
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５.色彩に関する景観誘導 
（１）色彩に関する景観誘導の考え方 

建築物等の色彩については、マンセル表色系による色彩基準を定め、色相毎に使用可能な色

の明度と彩度の範囲を示します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注）マンセル表色系で使用している色度図は、株式会社カラープランニングセンターの
利用許諾を受けています。 

 
ア．色彩基準の基本的考え方 
・以下の方針に基づいて、色彩基準を設定します。 
（ア）暖色系で低彩度の色彩を基本 
・住宅地が主体となっている特性を踏まえて、落ち着いた色彩の誘導を図ります。その
ため、原色に近い高彩度の色彩は避け、空や樹木の緑、土や石などの自然の色となじ
む暖色系で低彩度の色を基本とします。 

（イ）区域毎の色彩基準設定 
・市街地の特性に合せた色彩を誘導するため、住宅地（住居系用途地域）、商業地・住工
混在地（非住居系用途地域）、特定区域の区分ごとに色彩基準を定め、特定区域につい
ては、目黒川沿川と山手通り沿道にそれぞれ色彩基準を設定します。 

（ウ）地域の基準や自然素材の色を尊重 
・地区計画や面的開発の区域などを対象に、一定の広がりの中で住民の合意に基づいて
地域特性を踏まえた色彩基準が定められ、良好な景観形成が図られる場合や自然素材
を使用する場合については、これを尊重します。 

 
イ．区分毎の考え方 
（ア）住宅地 
・みどりが多い住宅地の落ち着いた色彩を守るように、外壁基本色について鮮やかな色
（高彩度）や暗い色（低明度）の色を規制します。 

（イ）商業地・住工混在地 
・にぎわいを感じさせる色づかいを許容することとし、住宅地よりも鮮やかな色（高彩
度）の使用を認めます。 

（ウ）特定区域（目黒川沿川） 
・目黒川沿川については、水面の色と川沿いのみどりと調和する、低彩度の色彩としま
す。 

（エ）特定区域（山手通り沿道） 
・中高層部については、中高層の建物が連続しつつあることを踏まえ、街並みのボリュ

色相：いろあいを示します。10種の基本色（赤、黄赤、黄、黄緑、緑、青緑、青、青紫、紫、赤紫）の頭文
字をとったアルファベット（R,YR,Y,GY,G.BG,B,PB,P,RP）とその度合いを示す 0から 10までの数
字を組み合わせ、10Rや 5Yのように表記します。 

明度：色の明るさを示す度合いで、明るさを０から 10までの数値で示します。暗い色ほど数値が小さく、明
るい色ほど数値が大きくなり 10に近くなります。最も明るい白が、明度 9.5程度、最も暗い黒が明
度 1.0程度となります。明度が高いと白っぽい色となり、明度が低いと黒っぽい色となります。 

彩度：色の鮮やかさを示す度合いで、鮮やかさを０から 14までの数値で示します。色味のない鈍い色ほど数
値が小さく、白、黒、グレーなどの無彩色の彩度は０となります。逆に鮮やかな色彩の色ほど数値が

大きく赤の原色の彩度は 14程度です。最も鮮やかな色相の彩度値は色相によって異なり、赤や橙な
どは 14程度、青緑や青などは８程度です。色相にもよりますが、中～高明度で高彩度の色は原色ま
たは原色に近く、派手な色となります。
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ーム感を緩和するように白っぽい色（中～高明度）を誘導します。 
・低層部については、明度の低い建物も立地していることを踏まえ、商業地・住工混在
地よりも明度の下限を引き下げます。 

ウ．配色割合を規制 
（ア）外壁基本色 
・外壁の 4/5は、基本色の基準に適合した色彩を用いることとします。 
（イ）外壁強調色 
・外壁に表情をつける場合などは、外壁各面の 1/5 まで、強調色の基準に適合した色彩
を用いることを可能とします。 

（ウ）アクセント色 
・外壁各面の 1/20まで、色彩基準で示した明度、彩度の範囲外の色彩を用いることを可
能とします。 
・ただし、強調色とアクセント色の総量は外壁各面の 1/５以内とします。 

（エ）屋根色 
・勾配屋根を設ける場合は、屋根色の基準に適合した色彩を用いることとします。ただ
し、陸屋根には屋根色の基準は適用しません。 

 
エ．色彩基準の例外 
（ア）地域の基準、自然素材等 
・次のような場合については、景観審議会の意見を聴取した上で、色彩基準によらないこ
とができます。 

・地区計画や面的開発の区域などを対象に、一定の広がりの中で地域特性を踏まえた色
彩基準が定められ、良好な景観形成が図られる場合 
・石材などの地域固有の自然素材（自然石のほか、質感の豊かなタイルやレンガ、木材
など）を使用する場合 
・橋梁等で区民となじみが深く、地域のイメージの核となっており、地域のランドマー
クの役割を果たしているもの 
・その他、良好な景観形成に貢献するなど、本計画の実現に資する色彩計画 
（イ）工作物 
・工作物の色彩については、他の法令等で使用する色が決められているもの、コースタ
ーなどの遊戯施設で、壁面と認識できる部分をもたないものは、色彩基準によらない
ことができます。 

（ウ）ガラス 
・高彩度色と認識されるような着色をしていないガラスについては、周辺の景観や空の
色彩などを反映し、その色彩が一定でないことからこの色彩基準によらないことがで
きます。ただし、色彩基準の考え方を十分踏まえて計画する必要があります。 
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（２）住宅地の色彩基準 
ア．色彩基準の考え方 
・みどりが多い住宅地としての落ち着いた色彩を保全する色使いを誘導します。そのた
め、低い彩度の色を誘導します。 
・低層の住宅地が大部分であるため、屋根が景観形成の大きな要素となっています。そ
のため、屋根色を規制します。 

 
イ. 色彩基準 
（ア）塗装パターン 
・極端なストライプの塗装パターン、スポット状（水玉状）の塗装パターン、不規則な
塗装パターン（迷彩色等）の使用を禁止します。 

 
（イ）使用可能色 
 

基準の適用部位 色相 明度 彩度 

4以上8.5未満の場
合 

３以下 
０Ｒ～4.9YR 

8.5以上の場合 1.5以下 
4以上8.5未満の場
合 

5以下 
5.0YR～5.0Y 

8.5以上の場合 2以下 
4以上8.5未満の場
合 

1.5以下 

外壁基本色 

その他 
8.5以上の場合 1以下 

０Ｒ～4.9YR 4以下 
5.0YR～5.0Y 6以下 強調色 
その他 2以下 
5.0YR～5.0Y ４以下 

屋根色 
その他 

 

２以下 
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（ウ）色彩基準による使用可能色（住宅地） 
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（３）商業地・住工混在地の色彩基準 
 

ア． 色彩基準の考え方 
・商業地としてのにぎわいや住工混在地の用途の多様性を感じさせる色づかいを許容し
ます。そのため、住宅地よりも高い彩度の色づかいを認めます。 

 
イ． 色彩基準 
（ア）使用可能色 

基準の適用部位 色相 明度 彩度 
4以上 8.5未満の場合 ４以下 ０Ｒ～4.9YR 
8.5以上の場合 １.5以下 
4以上 8.5未満の場合 6以下 5.0YR～5.0Y 
8.5以上の場合 2以下 
4以上 8.5未満の場合 2以下 

外壁基本色 

その他 
8.5以上の場合 1以下 

０Ｒ～4.9YR 4以下 
5.0YR～5.0Y 6以下 

強調色 

その他 

 

2以下 
 
   注）反射性の高いガラスや金属素材で無塗色のものについては、上記の色彩基準の対象外と

します。 
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（イ）色彩基準による使用可能色（商業地・住工混在地） 
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（４）特定区域：目黒川沿川の色彩基準 
目黒川沿いは、現状の落ち着いた色使いを基調とし、以下の点に配慮した基準を設定します。 
 
ア．色彩基準の考え方 
（ア）現状の落ち着いた色使いを基調とする 
・桜並木等と調和している現在の無彩色や暖色系（ベージュ～茶）が基調の色使いを尊
重します。中目黒公園以南においてはブルーグレー系なども混じる街並みとなってい
ますが、青系等を用いるときは周囲の街並み景観に十分に配慮します。 

（イ）川に向かって表情の豊かな街並みをつくる 
・川に面する低層部では長く続く単調な壁面をつくらないよう色使いの面からも配慮し
ます。低層部にはアクセントカラーを用いることは可能ですが、できるだけ建築物外
壁でなく庇、扉や建具、広告物等に配色するようにします。 

（ウ）大小の建築物が混じる街並みを考慮する 
・大規模な施設や高層ビルと中小の建築物が混じる街並みになっており、川から見通せ
てよく見えるところも多くなっています。川沿いの大部分の区間は高度地区による絶
対高さが 17～20m であることから、そのラインを意識して街並みを整えていくよう
に色使いも配慮します。 

 
イ.色彩基準 
（ア）高さによる基準設定 
・高層の建築物では川に面するまわりの建築物の軒線ラインや、高さ 17～20m のライ
ンを意識した色使いとし、それを超える高さの部分は、中層部までよりさらに低彩度、
高明度の色となるようにします。 

 
（イ）使用可能色 
・強調色は原則として高さ 20mをこえる部分には用いてはいけません。 
・屋根色は高さ 20m以下の屋根、軒部分においても使用を可能とします。 

 
基準の適用部位 色相 明度 彩度 

4 以上 8.5 未満の場
合 

4以下 ０Ｒ～4.9YR 

8.5以上の場合 1.5以下 
4 以上 8.5 未満の場
合 

4以下 5.0YR～5.0Y 

8.5以上の場合 2以下 
4 以上 8.5 未満の場
合 

1.5以下 

外壁基本色 

その他 

8.5以上の場合 1.5以下 
０Ｒ～4.9YR 6以下 
5.0YR～5.0Y 6以下 

強調色 

その他 

 

2以下 
5.0YR～5.0Y 4以下 

屋根色 
その他 6以下 2以下 

注）反射性の高いガラスについては、上記の色彩基準の対象外とします。 
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（ウ）色彩基準による使用可能色（目黒川沿川） 
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（５）特定区域：山手通り沿道の色彩基準 
 
ア.色彩基準の考え方 
・山手通りは、低層部に商業施設があり、中高層部が業務施設や住宅となっている建物
が大部分を占めています。 
・歩行者から見える街並み景観は、低層部の用途と色彩に大きくよっており、一方車等
から見える街並み景観は、中層部の形態、意匠、色彩によっています。 

・上記のことから、低層部（高さ 10ｍまで）と中層部以上については、色彩基準を分け
ます。 

（ア）低層部 
・黒っぽい色彩の商業施設も見られることから、低い明度の色について、使用すること
を可能とします。 

（イ）中高層部 
・幹線道路沿道ですが、中高層部は住宅系用途が多く、それらが連続した街並みを形成
しつつあることを踏まえて、比較的落ち着いた白っぽい色彩で統一することを目指し、
商業地の基準よりも彩度の上限を下げ、明度の下限を高くします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

イ.色彩基準 
（ア）使用可能色 
①低層部（高さ 10ｍ未満） 
基準の適用部位 色相 明度 彩度 

3 以上 8.5 未満の場
合 

4以下 ０Ｒ～4.9YR 

8.5以上の場合 1.5以下 
3 以上 8.5 未満の場
合 

6以下 5.0YR～5.0Y 

8.5以上の場合 2以下 
3 以上 8.5 未満の場
合 

2以下 

外壁基本色 

その他 

8.5以上の場合 1以下 
０Ｒ～4.9YR 4以下 
5.0YR～5.0Y 6以下 

強調色 

その他 

 

2以下 

商業地よりも明度の
下限が高い色彩基準 
 

商業地よりも、低い明度を認め
る色彩基準 高さ 10ｍ 

図Ⅴ－13 低層部と中高層部の色彩基準の考え方 
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②中高層部(高さ 10ｍを超える部分) 
基準の適用部位 色相 明度 彩度 

５以上8.5未満の場合 3以下 ０Ｒ～4.9YR 
8.5以上の場合 1.5以下 
５以上8.5未満の場合 5以下 5.0YR～5.0Y 
8.5以上の場合 2以下 
５以上8.5未満の場合 1.5以下 

外壁基本色 

その他 
8.5以上の場合 1以下 

０Ｒ～4.9YR ４以下 
5.0YR～5.0Y ６以下 

強調色 

その他 

 

2以下 
注）反射性の高いガラスや金属素材で無塗色のものについては、上記の色彩基準の対象外と
します。 
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６．屋外広告物に関する方針 
（１）基本的な考え方 

屋外広告物は、景観に対する影響が大きく、地域の特性・景観の目標に応じた規制誘導が

求められます。 
ア.住宅地における屋外広告物 

住宅地の落ち着いた雰囲気を守るため、それを損ねるような色づかいや形状の屋外広告物

は、望ましくありません。近年では空き地が時間貸し駐車場となり、駐車場であることを示

す明度や彩度の高い看板や広告が掲出され、住宅地の景観を阻害している状況が発生してい

ます。 
住宅地において屋外広告物を設置する場合は、広告物であっても過度に目立たないように、

その住宅地が基調とする色彩と調和する屋外広告物を誘導する仕組みをつくっていきます。 
 

イ.商業地・業務地における屋外広告物 

商業地・業務地においては、その地域が目指している街の性格と屋外広告物の色彩やデザ

インが適合することが重要です。商業地・業務地であっても、落ち着いた雰囲気の地域やに

ぎわいのある地域など特色に応じた屋外広告物のあり方について、地域の合意とそれに基づ

く地域のルールづくりを行っていきます。 
 

ウ.幹線道路沿道における屋外広告物 

幹線道路沿道においては、屋上に設置する屋外広告物が大きな景観形成の要素となります

が、設置に当たっては、形状、大きさや色づかいについて、設置者に過度にならないよう配

慮を求めていきます。 
 

（２）屋外広告物に関する方針 
屋外広告物については、（３）に示す景観計画区域内での屋外広告物の表示に関する共通事項

による誘導及び東京都屋外広告物条例※に基づく規制を行うことを基本とします。現在は東京

都屋外広告物条例に基づいて規制・誘導を行っていますが、今後、景観形成上、屋外広告物に

対しよりきめ細かい規制誘導が必要な地域については、住民参加により自主的なルールの策定

や地区計画※の活用を促していきます。 
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図Ⅳ-15 屋外広告物誘導の流れ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３）屋外広告物の表示に関する共通事項 
区の景観計画区域内においては、屋外広告物の表示に関する共通事項として、以下の事項を

定めます。これは法第８条第２項第５号イに規定する屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出

する物件の設置に関する行為の制限に関する事項とします。 
 
ア．地域特性を踏まえた良好な景観形成に寄与 

屋外広告物は、東京都屋外広告物条例に基づく許可が必要なものはもとより、自家用及び

公共広告物などを含め、規模、位置、色彩等のデザインなどが、地域特性を踏まえた良好な

景観形成に配慮して表示・設置する。 
 
イ．比較的大規模な公園等の周辺における配慮 

比較的大規模な公園等の周辺では、みどりや地形など地域の景観をつくる背景、建築物や

並木など景観を構成する要素との調和に十分配慮して、屋外広告物を表示・設置する。 
 
ウ．歴史的な景観資源の周辺における配慮 

都選定歴史的建造物（東京都景観条例による）など、歴史的な景観資源の周辺では、歴史

的・文化的な面影や雰囲気を残す街並みに配慮して、屋外広告物を表示・設置する。 
 
エ．大規模指定建築物等における配慮 

大規模指定建築物及び特定大規模指定建築物における屋外広告物は、景観に対する影響が

広範囲に及ぶ場合があることなどから、表示の位置や規模等について、十分配慮する。 
 

地域毎の自主的なルール策定

地区計画で広告物に関する
ルール策定 

屋外広告物の表示に関
する共通事項による誘
導及び東京都屋外広告
物条例に基づく規制 

特定区域における屋外広告物に
関する景観形成基準策定 

一般の地域 きめ細かい規制誘導が必要な地域 

東京都屋外広告物条例の許可基準に反映（地域ルール） 
 


